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【 次 第 】 

１ 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 教育長挨拶 

４ 報告 

（１）令和６年度の主な文化財保護事業の進捗について 

５ 議事 

（１）令和７年度の主な文化財保護事業の計画について 

（２）「上尾の摘田・畑作用具」保存活用計画について 

（３）八枝神社文書 市文化財指定について 

（４）殿山古墳 現状変更申請について 

（５）その他 

６ 閉会 
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委員名簿 

氏   名 専 門 分 野 

犬飼  大 歴史（近代史） 

井上  肇 考古・郷土史 

岸  清俊 歴史（近世史） 

小島 孝夫 民俗 

後藤 知美 民俗 

杉山 正司 歴史（近世史） 

遠山 正博 工芸品（刀剣） 

村田 章人 考古 

 

教育長・職員 

氏  名 職    名 

西倉 剛 教 育 長 

加藤 浩章 教育総務部 部長 

池田 直隆   〃   次長 

白石 恵子 生涯学習課 課長 

小宮山 克巳   〃   副主幹 

長谷尾 篤   〃   主任 

加瀬 優   〃   主任 

齋藤 梓   〃   主任 
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11/12（火） 大谷小学校 まちたんけん（神社の説明） 30人 

1/16（木） 大石南小学校 上尾の歴史 28人 

1/25（土） 

OKEGAWA hon プラス⁺ 

（おけがわマイン

内） 

かたちで味わう５つのまちの文化財 

※桶川市・北本市・鴻巣市・伊奈町

と合同実施 

40人 

 

 

 オ．歴史資料調査事業                                   

 ①歴史的価値のある公文書の収集・整理 

保存年限５年（平成 30 年度）、１０年（平成 25 年度）の公文書、及び保存年限１１年以

上で廃棄 見直しをされた公文書を収集。 

令和６年４月１日に「上尾市公文書管理条例」が施行されたことに伴い、従来収集してき

た公文書の取り扱いについて、文書所管課（総務課）と協議しながら整理作業を実施。 

 

②岡田家文書の整理 

令和６年２月・５月に寄贈を受けた西貝塚の岡田家文書の清掃、元の箱から新品の箱への移し

替え作業とともに目録作成に向けての準備を実施。 

 

③文書資料の曝涼 

 １０月に実施し、保存箱内の曝涼及び防虫剤の入替えを行った。 
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５ 議事 

（１）令和７年度の主な文化財保護事業計画について 

 ア．文化財調査・保存事業                      

①文化財の指定・登録 

「八枝神社文書」について 

 

②文化財保存等事業費補助金 

「少林寺山門」修繕 

 

③無形民俗文化財継承活動助成交付金 

指定無形民俗文化財の継承のため、「上尾市指定無形民俗文化財継承活動助成交付金

交付要綱」に基づき、県・市指定無形民俗文化財の保持団体８件に対し、申請に応じ

て交付金を交付する予定。 

  【対象】藤波のささら獅子舞・藤波の餅つき踊り・畔吉ささら獅子舞・川の大じめ 

・畔吉の万作踊り・堤崎の祭りばやし・武州平方箕輪囃子・平方祇園祭のどろいんきょ

行事 

 

④文化財状況調査 

文化財の円滑な保存・管理のため、指定・登録文化財状況調査を実施 

 

⑤指定・登録文化財、収蔵庫の管理 

「馬蹄寺のモクコク」害虫駆除、文化財収蔵庫害虫防除、殿山古墳樹木剪定を実施 

 

  ⑥文化財説明板・標柱の整備 

   ●説明板の整備【修繕１か所 小川家 月待供養塔（東町）】 

 イ．埋蔵文化財調査事業                       

①試掘調査 

 土木工事等に係る申請に基づき、適宜実施 

②発掘調査  

 現時点で予定なし 

③遺物整理 

  ●平方石井戸遺跡（平方支所） 

  ●畔吉前原遺跡（丸山公園） 
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 ウ．「上尾の摘田・畑作用具」保存活用事業               

①国指定重要有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」整理作業 

 保存状態の確認とクリーニングの実施、自動火災報知設備設置工事、大石南中学校へ

の用具移設作業 

②上尾市自然学習館「摘田と上尾の歴史・文化」コーナーを活用した啓発事業の実施 

  ③「上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員会」の開催 

５.報告（２）での計画に基づき事業実施。 

 エ．文化財保護啓発事業                                 

①文化財関係展示会の実施 

上尾の昔・くらし展（１０月中旬 自然学習館） 

 

②歴史セミナーの開催 

全３回実施予定（第１回は令和７年６月のかがやキッズＤａｙに合わせて 

小学生を対象に実施予定） 

 オ．歴史資料調査事業                                 

①岡田家文書の整理 

 引き続き元の箱から新品の箱への移し替え作業とともに目録作成、文書番号の付与に向

けての準備を実施。 

 

②歴史的価値のある公文書の収集・整理 

●保存年限５年（平成３０年度）、１０年（平成２５年度）の公文書、及び保存年限１

１年以上で廃棄見直しをされた公文書の収集については、令和６年４月１日に「上尾市

公文書管理条例」が施行されたことに伴い、従来収集してきた公文書の取り扱いについ

て、文書所管課（総務課）と協議しながら整理を進める。 

 

  ③中性紙封筒の入れ替え 

   古文書等を保管している封筒が中性紙封筒ではないため、入れ替えを実施。県内に珍

しく紅花関係文書が多い文書群を優先し入れ替えし、市指定文書から入れ替えを実施。 









第１章 計画作成の目的

（１）計画作成に至る経緯と目的 

 上尾市教育委員会では、地域に残る民俗文化財としての生産用具を昭和 50 年代より計画的に収集し

てきた。当時、中心市街地の開発をはじめ市街化区域を中心に開発が進められ、田園都市から住宅都市

へと変貌する中、農業生産は衰退の方向へと進んでいった。 

摘田による稲作は既に終焉を迎え、畑作地帯でも基幹作物であった大麦栽培から果樹・花卉・野菜栽培

へと営農類型が変化するとともに、農業政策として土地改良などの農業基盤整備と機械化された農機具

の導入が促進され、伝統農法による農機具は使命を終えつつあった。 

こうした背景の中で摘田・畑作用具を生産工程に合わせて体系的・網羅的な収集を行った。同時に昭和

63年から実施した上尾市民俗文化財緊急調査事業では、市域の農業習俗の調査が行われ、農業経営や農

業技術の実例が記録され、平成13年刊行の『上尾市史第十巻 別編三 民俗』の刊行では、摘田稲作を

復元した写真撮影を行っている。これらの成果に基づいて、平成21年には摘田技術保存会による『上尾

の摘田』映像記録が作成された。上尾市域全体の民俗誌がまとめられたことや、用具の使用法方法に関

する写真や映像が記録されるなどの調査が進められたことで、用具の資料的な情報に厚みが加わってい

った。 

 平成 27 年度には収集された約 3,000 点の資料を有形民俗文化財調査として農具の詳細な調査を実施

して摘田用具と畑作用具の選別を行い、摘田用具309点、畑作用具21点が平成28年３月に国登録有形

民俗文化財に登録された。 

 平成29年度か平成31年度にかけて、国登録有形民俗文化財の資料調査整備委員会を組織し、国宝重

要文化財等保存・活用事業費補助金の国庫補助金を活用して個別資料の実測図作成や用具に関する調査

を実施し、その成果を資料調査整備事業報告書「上尾の摘田・畑作用具」として令和２年３月に刊行し

た。 

こうした長年の調査の積み重ねにより、当該文化財が我が国の稲栽培や農耕文化の変遷を理解する上で

重要な資料群として評価され、令和３年３月に国の重要有形民俗文化財としての指定を受けるに至った。

当該文化財は後世に引き継いでいくべき我が国の遺産であり、上尾市が文化財所有者の責務として、適

切に保存・活用して、次世代へと確実に継承していくことが求められている。 

 市では国の重要有形民俗文化財に指定されたことを契機に、上尾の摘田・畑作用具保存活用検討委員

会を組織して、保存の現状と課題や今後の保存活用していくための方針や具体的な措置の検討を行った。 

同委員会から令和５年７月７日付け「上尾の摘田・畑作」の保存及び活用の方針について（答申）で、

後世に引き継いでいくべき我が国の文化遺産であり、単に上尾市だけの問題ではないことを十分認識し、

文化財保護審議会の意見も踏まえ、計画の作成及び保存環境の整備を進めるよう要望が出された。 

この答申を受け、「上尾の摘田・畑作」の保存及び活用に関する計画を作成し、計画に基づいた文化財保

護施策の実施に繋げていくことを目的とする。 
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（３）計画の位置づけ 

 本計画は、上尾市が国指定重要有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」の保存活用に取組んでいく

ための基本的な計画である。作成にあたっては「第６次上尾市総合計画」を最上位計画、「第３期上尾市

教育振興基本計画」並びに「第５次生涯学習振興基本計画」を上位計画とし、その他各関連計画との整

合を図る。 

また、国指定重要有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」の保存・活用に関する基本計画（マスター

プラン）であるとともに、計画期間の中で実施すべき行動計画（アクションプラン）としての役割も担

う。 

（４）上位計画 

①「第６次上尾市総合計画」 

（策定年月：令和３年４月 計画期間：令和３年度～令和１２年度） 

 第６次上尾市総合計画では、将来都市像として「みんなでつくる みんなが輝くまち あげお」を掲

げ、この計画に基づき、これまでの街づくりの成果も踏まえつつ、時代の変化に柔軟に対応し、持続可

能な上尾市の実現に向けて取り組むとしている。その中の第２章「人生が楽しめるまちづくり」の中項

目である「テーマ２学び・創造」、施策の小項目として「３文化財の継承」を位置付けている。現状と課

題として、文化財には形態が多岐にわたるが、いずれも上尾の歴史・文化を現代へ伝える貴重な財産で

あり、次世代へと継承していくことは市の役割としている。また、地域の歴史・文化を理解する上で、

文化財は欠くことのできないもので、資源として活用するする取組を促進し、その価値を広めていくこ

とで、より確実に文化財を保護していくことが求められるとしている。取組の方向としては、文化財を

適切に保存・管理するとともに、上尾の歴史・文化を多くの世代に周知していくため、展示方法や情報

発信の在り方を検討していくとしている。さらに主な事業・取組として、あげお文化遺産ガイドの活用

と上尾の貴重な文化財の保存、活用方針の検討をすることが示されている。 

②「第３期上尾市教育振興基本計画」 

（策定年月：令和３年３月 計画期間：令和３年度～令和７年度） 

第３期上尾市教育振興基本計画では「夢を育み 未来を創る 上尾の教育」を基本理念とし、「生きる

力を育む」「未来を創る」「学ぶ喜びを育む」という３つの基本方針のもとで教育振興を図るとしている。

総論では代表的な施策を基本目標とし「基本目標Ⅵ 文化芸術の創造と文化財の保護について」を掲げ

ている。第２章施策の展開では施策の体系を３０の施策と９８の主な取組を設定している。その中で「目

標Ⅸ 文化芸術の振興」の中の施策２として「文化財の保護」を位置付けている。現状（課題）として

文化財は地域の歴史・文化などの正しい理解のために欠くことのできないものであり、文化財保護法、

県や市の文化財保護条例に基づき、調査体制の充実を図り、文化財の保護を進めていく必要があると述

べている。主な取組のなかの５番目として、国指定重要有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」の保

存・活用を掲げ、国指定重要有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」について、適切な保存と活用を

図るため、展示方法・情報発信の在り方を検討すると位置付けている。 
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第２章 文化財の概要 

（１）文化財の概要 

 上尾市のほぼ全域は、関東平野の中で島状に発達した大宮台地に位置しており、台地上の農業は畑作

が中心で、主要作物は秋から春にかけて栽培される大麦・小麦で、他に、春から秋にかけてサツマイモ、

陸稲、大豆などが栽培されていた。 

このように畑中心の上尾市域で行われた稲作の特徴であったのが、摘田とよばれる直播きの栽培方法

である。この方法は、圃場が谷地に位置し、用排水路の整備が困難なため、台地の辺縁部にある低湿地

で稲作を行わざるを得ないという地形的要因と、主要作物であった麦・小麦の収穫時期と田植えの時期

が重なることから、この時期の労働力の分散を図るため、直播きの摘田を行ったという人的要因から成

立したものである。 

 本文化財は、台地上の農業経営や畑作地域における稲作の地域的な様相を知ることができるコレクシ

ョンであり、我が国の稲栽培や農耕文化の変遷を理解する上で重要であると評価され、国指定重要有形

民俗文化財に指定された。 

 

 

  

摘田用具 畑作用具 

上尾市域の主な生産暦 

6



 

 

（２）指定に至る経緯 

 上尾市教育委員会では、昭和49年及び50年度に、文化庁編集による『民俗資料収集の手引き』を参

考として、市内の有形民俗文化財を対象とした調査を実施して所在確認し、昭和55年から生活用具全般

にわたる有形民俗文化財の収集を開始した。この際、特に伝統的な農業で使用してきた農具については、

収集資料の基盤となった。 

 その後、昭和62年度から平成5にかけて上尾市民俗文化財緊急調査を実施し、生活環境の急激な変化

により継承が困難になってきた無形の民俗文化財（風習・習慣）について、保護啓発のための基礎資料

を収集することを目的に行われた。生産・生業に関しては、各農家の農業経営や農業技術の個別調査も

行われ、上尾市文化財調査報告書として全３冊の『上尾の民俗』が刊行された。既に消滅した農法であ

った摘田稲作の技術についても実例が詳細に記録された。また、平成13年にはこの調査成果を基に、上

尾市史編さん事業として『上尾市史』第10巻 別編3 民俗を刊行し、摘田稲作の特有な播種工程であ

る「田摘み」作業の復元を行い、写真撮影による記録保存を実施した。 

 平成21年には、埼玉県教育委員会及び上尾市教育委員会が協力し、摘田技術保存会（会長・大木一夫

氏）による映像記録『上尾の摘田 直播による伝統的な稲作の記録』が製作され、田の耕起から収穫ま

での一連の作業工程が再現され、映像記録が作成された。 

 平成27年には「摘田用具」と「畑作用具」の調査及び整理事業を実施し、平成28年3月2日付で「上

尾の摘田・畑作用具」として521点が国登録有形民俗文化財に登録された。 

 この後、平成29 年に用具の詳細な資料調査を実施するため、「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備

委員会を組織し、追加収集された資料を含めて文化庁及び埼玉県教育委員会の指導の下で３か年の資料

調査整備事業を実施し、令和元年3月31日付で上尾市文化財調査報告第114集『国登録有形民俗文化財

「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業報告書』が刊行され、翌令和2年3月11日付で「上尾の摘

田・畑作用具」750点が国の重要有形民俗文化財に指定された。 

  

（３）指定の状況 

【官報告示】 

官報第449号 令和3年3月31日発行 

文部科学省告示第二十八号 

 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第七十八号第一項の規定に基づき、次の表に掲げる

有形の民俗文化財を重要有形民俗文化財に指定したので、同条第二項において準用する同法第二十八条

第一項の規定に基づき告示する。 

 令和三年三月十一日 文部科学大臣 萩生田光一 

名称及び員数 内 容 所有者 所有者の住所 

上尾の摘田・畑作用具 

七五〇点 

摘田用具 四〇五点 

畑作用具 三四五点 

上尾市 埼玉県上尾市本町三‐

一‐一 
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【指定に係る基本的な事項】 

名   称：上尾の摘田・畑作用具 

ふ り が な：あげおのつみた・はたさくようぐ 

員   数：750点 

種   別：生産、生業に用いられるもの 

そ の 他 参：内訳：摘田用具405点、畑作用具345点 

考 と な る ※本件は平成28年3月9日に登録有形民俗文化財となっていた。 

べ き

事 項 

指 定 番 号：265 

指定年月日：2021.03.11（令和3.03.11） 

指定基準 1：（二）生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、 

      紡織用具、作業場等 

指定基準2：（三）地域的特色を示すもの 

所在都道府県：埼玉県 

所 在 地：埼玉県上尾市 

保管施設の名称：上尾市文化財資料室 

（国指定文化財等データベースより抜粋） 

 

 

（４）文化財の価値 

 日本の稲作は、田植えを行う植田が一般的に知られているが、かつては水稲の直播き栽培も広く行わ

れており、関東地方では摘田と呼ばれ、大宮台地とその周辺地域に集中的にみられた。摘田は、明治以

後の水田開発や農業技術の進歩によって消滅したが、遅くまで摘田を続けていた上尾市域では、摘田用

具の残存度が高く、農業の基盤であった畑作の用具とともに収集され、体系的に整理されている。関東

平野における台地上での農業経営や畑作地域における稲作の地域的な様相を知ることができる資料群で

あり、我が国の稲作栽培や農耕文化の変遷を理解する上で重要であると評価を受けた。 

指定書 
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（５）文化財の特徴 

【摘田用具】 

 田の畔を成型したハバタ、土中の稲の切株や土の塊を崩したウナイマンノウやキッコシマンノウ、田

面を平らに均したタコスリマンガなどの耕起・整地用具、種籾と混ぜ合わせる肥料の灰を整えたハイブ

ルイ、田摘みと呼ばれる播種の作業時の目安となる筋を田面に引いたノタクリ、田摘みに用いた一斗五

升ザルとツミナワなどの播種用具、肥料を運んだコエオケやテゴなどの施肥用具、湧水を溜めた田井戸

などから田に水を入れたスイコ、雑草を取り除いたタコスリやアヒルなどの灌漑・除草用具、稲刈りに

用いたカマやカンジキ、刈り取った稲を運んだタブネなどの収穫用具、稲穂から籾を落とすのに用いた

カナゴキや回転脱穀機などの脱穀用具、稲穂から籾を落とすのに用いたカナゴキや回転脱穀機などの脱

穀用具、脱穀後の莚干しに使ったヒロゲボウ、籾摺りに用いたカラウス、玄米と籾殻、藁くずなどを選

り分けたフルイやトウミ、米粒の精選に用いたマンゴクドオシなどの選別調整用具がある。 

【畑作用具】 

畑の土を起こしたヒラグワや三本グワ、四本グワ、エンガ、土を砕いて畑を平らにしたジンリキマン

ノウやコスリマンガなどの耕起・整地用具、麦の種播きに使ったウネヒキや一升マス、種蒔き機などの

播種用具、麦の土入れに用いた各種のジョレン、麦踏を効率的に行うために造られたローラー型の麦踏

機、除草に用いたクサカキガマがあり、脱穀用具には、麦の穂を落とした竹製のコキや麦打ちに使った

クルリボウ、牛馬に曳かせた車輪付きの麦打ち機、小麦の束を打ち付けて脱粒した大型の麦打ち台など

がある。また、上尾市域では、ヤマと呼ばれる雑木林が多く、開墾して畑地にすることも行われており、

また、秋から冬にかけての大量の落ち葉は、サツマ床の原料として利用された。開墾に使用されたクロ

グワやトウグワ、落ち葉を集めて運んだクマデとオオカゴも畑作の一連の用具として収集されている。

また、サツマイモの苗の土寄せや収穫の作業には、麦作の耕起にも使用した鍬類が用いられた。このほ

かに、収穫物を保存する俵詰めに用いたトオケやトカキボウ、マス、ジョウゴ、俵編み機などを俵装用

具として含めている。 

（『月間文化財』3/令和3年より抜粋） 
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第３章 現状と課題 

 ここでは「上尾の摘田・畑作用具」の保存・活用について、それぞれ現状と課題を整理する。 

（１）保存の現状と課題 

①現状 

●大石南小学校北校舎２階の余裕教室４か所を仮置き場として借用し、西側からそれぞれ文化財資料室

１、２、３、４としている。 

●各資料室に機械警備を設置した。また、データロガーを設置し温湿度の記録を保存している。 

●令和６年度に廊下に施錠可能な壁を設置し、令和７年度に火災報知器を設置計画である。 

●日常的に資料のクリーニング及び点検作業を実施中で、虫の死骸や糞、埃を除去した後、濃度70％以

上のアルコールを塗布している。 

●令和５年度に崩壊の恐れがあるカラウスの土部分を保存修理した。 

●夏場は各資料室で除湿器と大型扇風機を稼働しカビ対策をしており、現状でカビの発生は確認されて

いない。 

＜各資料室の状況＞ 

【資料室１】 

●竿物と呼ばれる資料を主として収蔵しており、ここからクリーニングを開始した。タブネ（ソリ）や

マンガ、コエオケ、スイコのクリーニングが未実施である。 

【資料室２】 

●主としてトウミ等の大型の資料を収蔵しており、クリーニングは未実施である。 

【資料室３】 

●主としてマンゴクドオシを収蔵しており、クリーニングは未実施である。 

【資料室４】 

●不要備品を除去し清掃した後、整理作業した竿物、カナゴキ等を収蔵している。既存の棚や木材で作

成した棚を活用して効率的に資料を収蔵している。 

●資料室前に防虫用粘着シートを設置し足裏に付着した埃や生物の侵入を防ぐようにしている。 

②課題 

●資料室１、２、３は教室で利用されていた設備を除去しておらず、清掃が行き届いていない。 

●空調設備がなく温湿度管理できない。 

●建物の１階に給食室があり、給食がある日は調理で火を使う。また、学童があり放課後に火を使用す

る可能性がある。学童で火を使用する時間帯は会計年度任用職員の退勤後であり、防火扉はあるもの

の火災発生時の対処が困難である。日常的に火を使用しない施設への移設が必須である。 

●施設が古いため窓枠が緩み隙間風が通り、埃が入る。また、電気設備の劣化による漏電の恐れがある。 

●令和２年３月刊行の『国登録有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」資料整備事業報告書』を作成

する際に、写真に写る部分のみクリーニングし、資料全体に行き届いていない。 
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●資料室に収まりきらない回転脱穀機、麦打ち台、タブネは、資料室４前の廊下に配置している。 

●資料室１前の廊下にタブネが立掛けてあり、倒壊による損壊や接地面のカビ発生の恐れがある。 

●資料室２はトウミがほとんど隙間なく収蔵されているため、四方の確認が不可能である。 

●資料室３はマンゴクドオシを寄りかけて収蔵しているため破損や接地面のカビ発生の恐れがある。 

●クリーニングを終えた資料を戻すスペースがなく、資料を四方から確認することができない。 

●有形民俗文化財の保存処理方法が確立されておらず、手探りで作業している状況である。 

 

（２）活用の現状と課題 

①現状 

●平成21年度に映像記録「上尾の摘田～直播による伝統的な稲作の記録～」を作成した。平成29には

文化庁の補助事業である文化遺産総合活用推進事業による補助を受け、他の無形民俗文化財の映像記

録と併せて紹介するサイト「あげお文化遺産ガイド 無形民俗文化財編」を公開した。 

●令和３年度から毎年継続して、指定後に収集した資料を展示している。令和３年には市役所ギャラリ

ー及び市内商業施設３か所で展示事業を実施した。また、指定の記念事業として文化財保護法の規定

に基づく手続きに則り指定文化財を上尾市民ギャラリーで展示した。このほか、毎年10月に上尾市地

域振興公社との共催により上尾市自然学習館で「上尾の文化財展」を開催している。 

●令和４年度～６年度にかけて「あげお歴史セミナー」で資料や摘田を講座で紹介している。 

●令和５年12月25日に上尾市自然学習館の一部を改修し、「上尾の摘田・畑作」紹介コーナーを整備し

た。 

●令和５年度に上尾市社会科副読本『のびゆく上尾』に用具を紹介した。 

●継続して農具を収集している。 

②課題 

●農具を使用した経験がなく、聞いたり図書で調べたりした内容を講義するのみである。 

●実際に農具を使用したことのある方は高齢な上「幼少期に触れたことがある」程度の記憶の方が大半

で、使用者や使用場所以外の聞取り調査が困難である。 

●受入れた農具の清掃、整理ができていない。 

●受入れする文化財収蔵庫の空間に余裕がないため、墨書やプレート、製品名等の銘文が残されている

可能性が高い大型農具の受入れが困難である。 

●ホームページは要領に制限があるものの無料で情報発信できる媒体でありながら、有効利用できてい

ない。 

●普及啓発事業で応募人数が満員になるような集客ができていない。 

●畑作の調査研究や情報発信が不足している。 

●国外への情報発信が不足している。 

●情報発信の拠点機能が不足している。 
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（３）課題の整理 

①保存の課題 

●施設の防犯、防火体制が脆弱である。 

●施設の充分な収容面積が確保できていない。 

 

②活用の課題 

●指定文化財の展示・活用拠点がない。 

●畑作用具の正確な使用方法が不明瞭である。 

●国内外への更なる情報発信が必要である。 

●普及啓発事業のファンやリピーターを増やす必要がある。 
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第４章 保存及び活用の基本方針 

 前項で整理した文化財の現状と課題を踏まえ、文化財の保存・活用の基本方針を次のように示す。 

（１）保存 

●施設の防犯、防火体制を強化し、組織的に取組む。 

●収蔵スペースを確保するため施設を拡充する。 

●適切な保存環境と人員体制を整備する。 

 

（２）活用 

●畑作用具の使用方法を調査・研究し、記録保存する。 

●学校を始めとする他の事業と連携し、資料に触れて体験できる参加型の事業を展開する。 

●インターネットを通じた国内外への情報発信を強化する。 

●活用拠点や指定文化財の展示施設を整備する。 
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第５章 保存及び活用の具体的措置 

（１）保存に関する措置 

①日常点検の実施 

 ●施設の外装である外壁、屋根、側溝、出入口付近を確認し、異常を察知する。 

 ●施設内では壁や電源付近の染み・ひび割れ・汚れ・匂い等を確認し、異常を察知する。また、防火

対策として蛍光灯、コンセント、電気機器、警報設備、消火器の点検を実施する。 

 ●温湿度ロガーの確認、記録し、温湿度を管理する。 

 ●カビの原因となる埃や虫の糞、死骸がたまらないよう整理・清掃を実施する。 

 ●換気・空気循環のため、扇風機や空気清浄機等を導入し、空気の滞留を防ぐ。 

 ●老朽化した電気配線や電気設備を点検し、電気火災・漏電火災を防ぐ。また、防火管理者及び火器

使用者と文化財の防火対策を共有する。 

 ●文化財のクリーニング、点検を実施し、修繕や保存処理の必要性、カビ、文化財害虫、動物の痕跡

等を確認する。 

●なお、台風や地震等の後は必ずこれらの点検を実施する。 

 

②保存施設の拡充 

 上尾市公共施設更新計画、上尾市学校施設更新計画を踏まえて、確実に保存するとともに収蔵展示等

が可能な、適切な活用をできる施設を整備する。 

●文化財資料室４室と廊下の面積250㎡に収蔵している状況だが、各文化財の法量を考慮し、各々が

接地せず四方の確認が可能な面積を確保するためには床面積660㎡が必要であるため、既存施設を

利活用して収蔵スペースを拡充する。 

なお、ここでは学校施設を想定しているため、10教室分の収蔵スペースが必要となる。 

また、保存空間だけでなく、施設には次の空間が必要であるため、それぞれのスペースに1教室を

確保し、保存施設として14教室分が必要最小限となる試算である。 

●資材・機材管理スペース 

文化財を移動運搬する器具の保管、保存管理用の薬剤・資材を整理保管する。 

階層移動を要する施設の場合は、作業者が同乗可能な電動エレベーター又はリフトの設備が必要と

なる。 

●クリーニング・工作スペース 

資料の清掃・洗浄を行うために不可欠である。併せて簡単な資料の補修や保管用補助具の作成等の

作業場所である。設備としては、水洗い場、防塵装置が不可欠となる。 

●二次資料・図書保管スペース 

実測図、写真、映像等の二次資料及び関連の文献・図書を常備し、保管する。設備としては、施錠

可能なスチール棚等が必要となる。 
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●管理スペース(入場者管理・保存管理事務) 

所謂、通常の事務室機能を備えていることが必要条件である。なお、日常的に火を使用しない施設

への移設が必須である。 

 

③文化財保存体制の整備 

 専門的知識を有する常勤職員のほか、クリーニングや日常点検を実施する職員を配置する。文化財IPM

を習得する必要があり、文化庁や県教育委員会が主催する専門研修へ積極的に参加することが望まれ

る。この他、施設管理等を担当する職員の配置が望ましい。 

 

④専用の保存施設の整備 

上記の各スペースや収蔵スペースの前室のほか、温湿度管理が可能な専用の保存施設の整備について、 

既存施設を利活用して専用の保存施設を整備する。 

また、市教育委員会としてこのほかに歴史資料４教室、考古資料５教室、指定以外の民俗資料３教室、

他自治体の参考資料２教室分を市内に散逸して保存している。将来的にはこれらの資料を統合して保

存・管理するための施設整備を検討する。 

  

（２）活用に関する措置 

①資料の調査・研究の実施 

 摘田・畑作用具の使用経験者は限られているため、使用方法や農業についての聞取り調査を実施する。

また、使用方法の記録保存や写真等の関連資料を収集する。 

 

②普及・啓発事業の実施 

 ●出前講座の強化 

学校への出前講座を売り込むため、資料を活用した出前講座を宣伝する。また、作業工程や目的別に

出前講座の内容をパッケージ化する。なお、インターネットやSNSでも同様に事業の状況を発信する。 

 ●体験型事業の展開 

 「上尾の文化財展」開催中に、体験可能な資料を抽出して 

 ●まる歩きによる学習機会の創出 

 「あげお歴史セミナー」で昔の田畑での作業と使用道具を紹介するとともに、農作業中の田畑を見学

し、過去から現代への移り変わりを体験する。また、メニューを観光ガイドに提供する。 

 ●定期的なシンポジウム事業の実施 

  市の周年事業として、毎年開催することが困難な大規模なシンポジムを開催する。 

 

③インターネットによる情報発信 

 ●「上尾の摘田・畑作用具」ページの拡充 
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 作業工程順にページを作成し、個別の資料を紹介する。また、外国語ページを整備する。 

 ●関係機関との連携強化 

「上尾の摘田・畑作用具」を拡充し、既存の農具や資料紹介そしている団体に相互リンクを依頼する。 

 

④活用施設の充実 

  現在、上尾市自然学習館の一部に文化財を紹介するコーナーを設置しているが、畑作に関する展示

を増やす等の拡充が必要である。 

  この他、保存施設と合わせて次のスペースを整備する。 

 ●多目的スペース（会議室・映像・普及活動） 

  保存活用に関する会議の開催、活用の一環としてのワークショップ、市民の調査研究、団体利用へ

の対応等多目的に活用可能な空間として設置する。居室としての空調、照明に加えて、映像装置が

使える暗幕等を整備する。 

 ●便益施設 

  トイレ、駐車場を整備する。駐車法は、個人の来場者用以外に、学校等の団体利用の便宜を図るた

めの大型バス駐車スペース（最低でも3台分）が必要となる。 

 ●屋外オープンスペース 

  多目的スペースの屋外バージョンで、定期的な殺虫消毒、資料清掃に使用するほか、体験学習、普

及イベント等に利用。移動型テント、水道設備を常備する。 
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第６章 実施計画 

 これまで示した現状と課題と具体的な措置について、和５年７月７日に上尾の摘田・畑作用具保存活

用検討委員会から答申を受けた「「上尾の摘田・畑作用具」の保存及び活用の方針について」に基づき、

短期、中期、長期の計画として設定する。 

計画の期間は、短期が既に実施している事業もあることから令和７年度から１0 年度まで、中期が令

和７年度から15年度まで、長期が令和７年度から１５年度までとし、実施した取組の成果を踏まえてそ

の都度見直すこととする。 

 

 

 

 

（１）短期計画 

文化財資料室の環境を整備し、文化財のクリーニングを継続して実施する。また、当時の農業につい

て調査研究し、普及啓発事業を拡充する。 

●日常点検の実施 

●防犯、防火対策の実施 

●調査研究の実施 

●普及・啓発事業の拡充 
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（２）中期計画 

保存施設を拡充し、資料１点１点が接することなく収蔵できるようにする。また、畑作の記録保存を

実施し、普及啓発事業を更に拡充する。 

●保存施設の拡充 

●文化財保存体制の整備 

●畑作に関する記録保存の実施 

●普及・啓発事業の更なる拡充、シンポジウムの開催 

 

（３）長期計画 

収蔵展示が可能な保存施設を整備する。 

●確実な保存だけでなく、資料の見学が可能な収蔵展示スペースを確保し、保存と活用が両立可能な

施設を整備する。 

●短期計画や中期計画で培った活用事業を拡充する。 
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八枝神社文書 市文化財指定について 

１ 基本方針  

 ・目録第１集（1,744点）と第２集（2,382点）を合わせた計 4,126点のうち、昭和 50年までのものを

基本対象とする。 

 ・「平心講」「お獅子様行事」を中心としつつ、八枝神社が地域社会に果たしていた役割を勘案し、神社

関係文書や町内関係文書、また社家である福田家の文書も幅広く指定に含めていく。 

 

２ 指定分類 

 ・年代…昭和 50年まで 

 ・各文書…基本的に年代にかかる文書は指定に含める方針。祝詞や典籍類は、お獅子様行事や平心講 

関連に絞って指定する方針。 

 

３ 分類ごとで考える指定理由 

〇お獅子様 

・元々旧正覚寺付属であった牛頭天王社（または天王社とも）の眷属である獅子頭は、江戸時代から霊験

あらたかであるとされ、幅広い地域で信仰された。明治時代には「お獅子様」といわれながら、上尾市域

だけでなく、広く埼玉県から東京都にまたがる地域に貸し出されていた。またその際、お獅子様は異なる

複数の町村を越えて「巡廻」するという形態がとられていた。 

⇒八枝神社が持っていた「お獅子様」は「狛狗大神」と言われ、市域内外の広範な地域で講が組まれ、信

仰を集めてきた。お獅子様の貸出記録などで「巡廻」や時期と信仰の範囲も推測ができる。それらの文書

を指定することでお獅子様が広域な地域で信仰されていた証拠ともなり、有意性があると考える。 

 

〇平心講 

・お獅子様と代参が主な行事である平心講。指定理由としてもお獅子様同様、平心講社連名帳や代参者名

簿など「市域内外の広範な地域で講が組まれ、信仰を集めてきた」ことが分かる文書があるという点と考

える。大祭名簿の項目がそれにあたる。 

 

〇福田家 

・戦前期のものが主体。平方村の村社である橘神社（明治４０年までは氷川神社）の宮司を兼ねていた福

田家は地域の中でかかわりも多く、それらを示すものが多く含まれているため指定する方針。 

 

〇神社が地域にもたらした影響 

・まずは、「お獅子様」「平心講」の欄と同様、「市域内外の広範な地域で講が組まれ、信仰を集めてきた」

ことがある。地域としては毎年八枝神社のお獅子様の巡廻や神社への代参を行うことが恒例行事化して

いるところもあった。 

・宮司が地域の要職を担うことが多く、それに関する史料が多くある。地域での役割も知ることができる

ことも指定理由になりえる。 
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・祝詞については、そのもの自体にはさほど指定する意味がないと思うが、地域が八枝神社へ祭祀を依頼

している事実や、その案件、地域、時代などは把握でき、神社が地域にもたらす影響という意味では指定

理由になりえる。 



 八枝神社文書
もんじょ

 

【経 緯 ・ 概 要】 

近世期の平方村に所在した天台宗正覚寺（現在の観音堂付近）住職から現在の平方上宿地区

に鎮座する八枝神社の宮司となった 家（現宮司 氏）所蔵の文書群である。 

文書類は、大きく①八枝神社の前身である旧正覚寺関係、②八枝神社初代宮司 の上

総国時代関係、③明治初期の神社行政関係（含復飾関係）、④旧氷川神社・橘神社関係、⑤狛狗

大神関係、⑥平心講関係、⑦第二代宮司福田弥吉役職関係（町学務委員、平方上宿衛生組合・

公義会組長、町内）、⑧福田家関係（出納簿、家族・親族関係、訴訟関係、書簡類）、⑨祝詞類、⑩

その他典籍類、絵葉書、書画類に分けられる。 

このうち、指定対象とするのは八枝神社の神輿で行うどろいんきょの祭りが復活した昭和50年

を一つの区切りと考え、昭和 51年以降及び明らかに八枝神社との直接的な関連性が認められな

い文書類等を除く総計〇〇〇〇点の文書群である。 

どろいんきょは、もともと 7月 14日、15日の祇園祭にお獅子様、神輿、いんきょ神輿が相次い

で平方四地区（上宿、南、下宿、新田）を廻る祭礼の中で行なわれた行事であったが、大正 12 年

の祭りを最後に平方四地区合同で行われることはなくなった。 

しかし、八枝神社の信仰の中心であるお獅子様は、元々旧正覚寺付属であった牛頭天王社（ま

たは天王社とも）付属のものとして、江戸時代から連綿として信仰されてきたものであり、大正 12

年以降も絶えることなく行われ、神社に参詣して拝むばかりでなく、直接信者の住む各地区に借り

出されたり、あるいは異なる複数の町村を越えて巡廻するという形態がとられていた。 

このように、八枝神社の特徴は江戸時代の正覚寺時代から引き継がれた「狛狗大神（はっくだ

いじん）」と呼ばれる獅子頭を有する「お獅子様」の神社として、市域内外の広範な地域で講が組

まれ、信仰を集めてきたという点にある。神社文書のなかには、直接この行事の形態や詳細な内

容を伝える文書は含まれていないが、行事の行なわれた時代や地域を記した文書は数多く残され

ている。これにより、各地域における行事の様相を側面から捉えることができるとともに、近世から

近代への移り変わり、昭和戦中期から戦後期への移り変わりなど、時代の変遷の中での行事の様



相を伺い知ることができる。 

また、同神社の文書群はこれだけにとどまらず、明治初期から大正・昭和戦前期にかけての平

方村役場との往復文書、八枝神社の会計書類等を数多く含んでいる。このように、八枝神社文書

は「お獅子様」行事のみならず、明治初期の平方村における神仏分離の過程、近世から明治・大

正・昭和戦前期にかけての八枝神社及び氷川神社・橘神社の歴史、神社との関わり合いの中での

村の様子の変遷、を知る上で欠かせない多彩な内容を含んだ貴重な文書群といえる。 
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第17号様式(第13条関係) 

 

現状変更等行為許可通知書（案） 

 上 教 生 第      号 

  令和 ７年  月  日 

 様 

 

上尾市教育委員会   

 

 令和７年 月  日付けで申請のあった文化財について、下記のとおり現状変更等行為

の許可をします。 

 

記 

 

1 文化財の種別 

  史跡 

 

2 文化財の名称 

  殿山古墳 

 

3 現状変更等行為の内容 

 ①樹木の根元の土の流出による倒木のリスクが高い為伐採を行う。 

②階段及び案内板の老朽化が顕著であるため、撤去処分を行う。 

③階段を新設する。 

 

4 現状変更等行為の着手及び完了予定年月日 

  着手   令和  年  月  日 

  完了予定 令和  年  月  日 

 

5 留意事項 

  なし 














